
音第 3 章 騒

第 1 節 騒音 の 現況

1 概 要

騒音は各種公害の 中 で も 、 日 常生活 に特に 関係の 深い も の であ る が 、 その 発生源は 多種多様で

あ り 、 音量、 音質 、 発生時間等に よ っ て受け る 被害 も 異な る た め 、 多数の苦情が発生 し て い る 。

昭和 5 6 年度の騒音苦情は 、 全苦情件数 2 0 9 件の 1 8 % に 当 た る 3 7 件 を 占 め て い る 。 こ の

う ち 、 苦情内容 を発生源別に 見 る と 、 商店飲食店営業に伴 う 騒音が 9 件 と 最 も 多 く 、 次い で建築

土木の建設騒音が 5 件であ る 。 ま た 、 特 に 一部地域では 、 大型 自動車の走行 に 伴 う 騒音が問題 に

な っ て き てい る 。

2 各種騒音測定調査結果

(1 ) 自 動車騒音調査

環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の行事の 一つ と し て 、 鳥取市 6 地点 ( 鳥取市今町 鳥取駅前 、

同市末広温泉町 : 日 交旅行 セ ノ タ ー前 、 同市東町 : 鳥取県庁前 、 同市片原 : 大村薬局前 、 同市

青葉町 鳥取警察署付近、 同市吉方町 : 面谷外科付近 ) 、 倉吉市 3 地点 ( 倉吉市明治町 : 打吹

駅前 、 同市宮川町 : 宮川町 ロ ー タ リ ー 、 同市上井町 : 倉吉駅前 ) 、 米子市 6 地点 ( 米子市明治

町 米子駅前 、 同市加茂町 中国電力前 、 同市角盤町 : 明治生命前 、 同市富士見町 : 消 防署付

近 、 同市西福原 鳥銀米子支店前 、 同市米原 : 隠樹建築事務所前 ) 、 及び境港市 3 地点 ( 境港

市上道町 鳥銀境港支店前 、 同市湊町 : 境港公民館前 、 同市外江町 : 中 国電気工事境港出張所

前 ) 、 。十 1 8 地点 に おい て 、 自 動車騒音測定 を し 、 併せて 自 動車台数 ( 原付 自 動二輪車以上 )

を調査 した 。 ( 表 9 2 )

こ の調査は騒音に 係 る 環境基準に基づ く 測定方法で行い 、 そ の 中央値の平均値 を見れ ば 、 鳥

取市 6 4 ホ ン ~ 7 1 ホ ン ( A ) 、 倉吉市 6 8 ホ ノ~ 7 0 ホ ノ ( A ) 、 米子市 6 7 ホ ン ~ 7 3 ホ

ノ ( A ) 、 境港市 6 1 ホ ノ~ 6 8 ホ ン ( A ) であ り 、 県庁 を除い て 、 環境基準相当 と みな さ れ

る 値に 不適合で あ る が、 騒音規制法第 1 7 条 に規定す る 指定地域 内 に お け る 自 動車騒音 の限度

と 比較すれば、 全地点 と も 限度以下であ る 。

(2) 環境騒音実態調査

昭和 5 6 年度中 に 、 騒音規制法に基づ く 規制地域の指定 を行 っ て い る 4 市 ( 3 2 地点 ) 及び

港湾埋立て事業に伴 う 騒音監視地点 1 市 ( 8 地点 ) 。十 4 市 ( 4 0 地点 ) て実施 した調査の結果

は表 9 3 の と お り で あ る o

調査結果 を見 る と 環境基準A に相当す る 地域 ( 主 と して住居の 用 に供 さ れ る 地域 ) 及び環境
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基準 B に相当す る地域 ( 相当数の住居 と 併せ て 商業、 工業等の用 に供 さ れ る地域 ) では環境基

準相当 の適合率は それぞれ 4 7 % 及び 5 4 % で あ っ た。 ま た 、 道路 に面す る地域 と 面 さ な い地

域で見て も 、 道路 に面す る地域での環境基準相当 の適合率 3 0 % 、 道路 に面 さ な い地域の適合率

7 1 % と な っ て お り 、 道路 に面す る 地域での適合が悪い と 言 え る が、 しか し いずれ の地域に お

い て も 騒音規制法第 1 7 条 に規定す る 指定地域内 にお け る 自 動車の騒音の限度 を ほ と ん ど満足

し てい る o

表 92 環境週間行事にお け る 自 動車騒音測定覊査結果

測 定 地 点 名
測定値、 環境基準相当及び 自 動
車騒音の限度

測定平均値の 5 3 ~ 5 6 年 の対 比

地区̂測定月日
測 定

地 点 名

所観

道路が

有す る

車線数

自 動 車 騒 音
自 動 車 騒 音

中央値ホ ソ毯)

自 動車台数

( 台数/ 5 分 )

騒音 レベル
で中央値 ホ
ン (ゆ 〕

環境基準
相 当値
〔 中央値
ホ ン (句〕

相当
類型 朧蕨~騒乱齢酸が

自動車騒
音の限度
〔 中央値
ホ ンa〕〕

動

区 分
昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和5 6年度最 最

{欧ノ高
値 値 平均値

もハ曜日)市
鳥取駅前付近 今 町 2 車線 鐙構 66 B 稀以下 × 第 3種 7 5 67 64 6 3 6 6

72

(7)

6 7

(4 )

7 0

(4 )
6 7

(9 )
日 交 旅 行
セ ン タ ー 前 謳泉綺

2 車線

をこえる
64~れ 69 " " X " 8 0 7 0 6 7 6 8 69

1 4 5

Qa

8 7

@
1 7 1

⑭
103

(9)

県 庁 前 東 町 " 61~範 64 " " ○ " " 63 6 3 6 4 6 4
7 4

(8 )

6 5

(7)

7 2

(7)

67

(7)

大 村 薬 局 前 片 原 2輳 64~69 6 6 " " × " 7 5 6 7 6 5 6 6
8 0

(4 )

8 1

(4 )
7 5

(2)
鳥 取 警 察 署
付 近

欝 " 69~74 7 1 A 弱以下 × 第 2 穫 7 0 7 1 6 8 7 1
1 4 7

QZ

1 2 9

(9)
1 54

Qa

面谷外科付近 吉薊
2 単線

をこえる
62~69 6 7 " 卸以下 × " 7 5 6 6 6 7

8 9

(5 )
9 0

(8 )

叙』｢禮
打 吹 駅 前 明満町 2 車線 跨70 68 B 範以下 × 第 3 種 7 5 64 6 6 7 0 6 8

4 8

( 5)

4 8

(4 )

5 0

Qの
6 1

(4 )

倉吉駅前通 り 上期
2 車線

をこえる
醇~70 6 9 " " × " 8 0 67 7 2 6 9 6 9

1 02

Qの

1 1 3

03

1 1 4

(9) せ途
宮 川 町
ロ ー タ リ -

宮川町 " 6鼾れ 7 0 " " × " " 6 6 6 9 6 7 7 0
9 5

(7)

9 5

(の

1 1 2

(8)
1 08

(5)

もハ露骨ざま
米 子 駅 前 明治町 " “~ね 69 “ " × " " 6 6 6 8 6 7 69

9 7

⑭

94

⑭

9 6

⑭

94

◎

中 国 電 力 前 加薊 " れ~75 7 2 " " × " " 6 9 7 1 7 1 7 2
1 56

囮

1 6 4

⑭

1 78

㈱
1 83

幼

明 治 生 命 前 角圓 " 6げ)73 7 2 " " × " " 7 0 7 1 7 1 7 2
1 5 1

⑬

1 5 2

囚

1 67

@
1 81

@

消 防 署 付 近 覽 話 " 鰍70 6 9 " " × " " 7 0 6 9 6 9
1 3 5

@

13 2

Qの
1 21

@

鳥 銀 米 子
支 店 前

西福原 " 7ひも)75 7 3 " " × " " 7 3 7 3 7 3
1 8 0

の
1 89

Qの 圀
隠 樹 建 築
事 務 所 前

米 原 “ 跨70 67 A " × 第 2 種 " 6 8 6 7
1 63

⑬

1 32

鱒

鞍訓廚二瓶
鳥 銀 境 港
支 店 前

境港公民館前

上旭嗣 2 車線 “~れ 6 8 " " × " 7 5 6 7 6 9 67 68
6 5

Gd

5 9

(7)

6 5

(6)
5 1

(6)

湊 町 " 箒69 6 4 " 弱駿が × " 7 0 6 5 6 3 6 4
5 6

(6)

5 7

(6)
5 3

(7)
中国電気工事
境港出張所前

外江町 " 5伊鐙 6 1 "

｢

" × " " 58 6 1 59 6 1
2 7

(1 )

3 1

( 3 )

3 0

( 3)
27

( 3)
　

園 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時 ま での 2 時間お き 5 回 の 測定。 ( )内 は 内数で大型車数 を示す。
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表9 3 昭和 5 6 年度環境騒音実態調査結果

区 分

地区(測定月日 測 定 場 所 所 在 地 面 す る 道 路 名 車線数
騒音 〔 ホ ン爲 〕

中 央 値

朝 昼間 タ 夜間

(九月一目)鳥取市
市 立 修 立 小 学 校 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 線 2 64 6 6 6 6 5 6

ク フ ソ ト メソ 4 1 4 1 41 44

鳥 取 市 文 化 ホ ー ル 前 吉方温泉町 県 道 福 部 鳥 取 線 l 2 56 63 63 6 1

" 畏
′′ 47 47 46 48

喫 茶 ｢ バ ル ー ア ｣ 前 田 園 町 国 道 2 9 号 線 I 2 69 69 66 57

" 袰 ノン 50 48 48 47

鳥 取 ス ト ア 前 天 神 町 国 道 5 3 号 線 I 4 7 0 69 65 58

" 裏 ノン 45 46 5 3 50

(九月七八日)倉吉市
倉 吉 ホ ー ム 電 業 前 大 正 町 国道 31 3号線( ノイバス ) I 2 5 7 64 57 4 5

中 部 医 師 会 館 前 【 メソ 40 43 40 39

叢 正 寺 逃口 月 i 河 原 町 国 道 3 1 3 号 線 l 2 60 6 5 6 6 4 7

〃 中庭 メソ 42 4 5 4 1 39

市 立 倉 吉 西 中 裏 秋 喜 地方道倉吉赤碕中山線 I 2 50 5 8 62 47

倉 吉 西 高 ク フ ソ ト 横 " 41 4 4 4 5 43

中 国 電 気 工 事 前 八 屋 国 道 1 7 9 号 線 i 4 62 68 69 48

倉 吉 市 農 協 支 所 横 ′′ 40 40 39 45

(十月八‐九日)米子市
戸 口 田 医 院 前 上 福 原 県 道 皆 生 西 原 線 l 4 63 6 9 6 4 48

戸 口 田 医 院 裏 ′′ 40 44 3 9 4 1

田 辺 外 科 医 院 前 道 笑 町 国 道 1 8 1 号 線 i 2 66 6 8 67 5 8

建 設 省 職 員 宿 舎 前 ノン 48 43 44 45

高 野 産 業 第 二 倉 庫 前 祇 園 町 国 道 9 号 線 I Z 7 1 73 68 6 1

鉄 道 宿 舎 裏
!′ 4 7 4 6 4 1 46

建 設 省 米 子 出 張 所 前 車 尾 国 道 9 号 線 l 4 78 79 7 3 65

" 異
!′ 54 52 49 47

九月三‐四日※九幅十七.十八日境港市

境 公 民 館 前 湊 町 県 道 彦 名 境 港 線 影 64 63 57 49

境 小 学 校 裏 メソ 4 2 44 44 4 1

山 陰 合 銀 外 匹 支 店 前 外 江 町 県 道 彦 名 境 港 線 彪 54 6 0 5 6 5 2

松 本 宅 横 ′′ 4 8 4 4 46 47

順天堂 ハ ウ ン ノ ク フ ソ ト 前 東 本 町 県 道 境 港 線 I 2 53 59 53 43

" 袰
たソ 42 45 43 4 2

都 由 水 産 前 上 道 町 地 方 道 米 子 境 線 - 4 59 6 5 57 5 5

“ 畏
′ソ 4 1 4 4 4 5 41

北 陽 タ イ ヤ サー ビ ス前 ① ･･,ぺ 竹 内 町 地 方 道 米 子 境 線 t 4 6 2 64 59 5 4

安 達 正 治 宅 苗 ⑤ ･･.･ ･ ′′ 46 39 4 3 41

浜田 フ ロ ノ ク 工 業 ② ･･.き･ " 地 方 道 米 子 境 線 ｣ 4 6 5 6 5 63 57

旧 米南 分 校 グ フ ン ト ⑥ ･･.き ‐ 〃 3 9 47 4 1 40

武 良 水 産 加 工 場前 ③ ･･." 高 松 町 地 力 道 米 子 境 線 1 4 65 6 5 63 51

鈴 木 豊 徳 宅 前 ⑦ ･8さ. " 44 45 43 43

工 業 試 験 場 入 口 ④
･

ミ 新 屋 町 地 方 道 米 子 境 線 l 4 68 66 68 55

" 内 ⑧ :･ ′′ 40 4 1 4 1 39

基準 ( 相 当 と し て と ら え た場合 ) 並び に限度 と の 対比

交通量 門10鰯
騒音に 係る 環境基準 ( 相当 ) 及び 自 動車騒音の限度

環境基準 ( 相当 ) ホ ノ則 自 動車騒音の 限度 ボ ン閥

朝 昼間 タ 夜間

相当類型
基準値 、 中央
値以下

基準値 と の 趨 く○ ) 、
否 ( × ) 規制地域

限度 、 中央値
限度 と の適 ( ○ ) 、
否 ( × )

昼間 朝 夕 夜間 朝 昼間 夕 夜間 昼間 朝夕 夜間 朝 昼間 タ 夜間

1颯7) 21確り 6 1(3) 徴6) A 5 5 5 0 4 5 × × × × 2 7 0 6 5 0 5 ○ ○ × ×

メソ 5 0 4 5 40 ○ ○ ○ ×

頌7中頭8自照9)『 頚1 ) B 65 60 5 5 ○ 〇 × × 3T 75 ｢ 70 l 叫 o l o l o l o
′′ 6 0 5 5 50 ○ ○ ○ ○

36塑字“⑭【2頑6)戸畑 B 65 60 5 0 × × X × 3 l 7独 7o I 6 5 l 0 I O T O T o
A 5 0 4 5 4 0 × ○ × ×

3蜘呵鬚蜷晒蜷川 顕3) B 65 6 5 60 ×
× 〇 ○ 3 I 8o I 7 5 l 6 5 I 0 I 0 I 0 I O

!ア 6 0 5 5 50 ○ 〇 ○ ×

頌3) I1 26回1 1瓢4)I 2れ) A 5 5 50 45 × × X ○ 2T 70 1 6 5 ｢ 5 5 l o 1 oT o l o
メソ 50 4 5 40 ○ ○ ○ ○

1o聡)野(7)I 8炙拗ね虻1 ) A 5 5 5 0 4 5 × × × × 2T 70 1 6 5 ｢ 5 5 i o I o 1 x T o
" 50 4 5 40 ○ ○ ○ ○

2X5)顱(5)炉(4) - 1 1(0) A 5 5 50 4 5 ○ × × × 2 I 7o I 6 5 ｢ 5 5 I o l o 1 0可 ○
とソ 5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ×

1蜘D囮幼盤8増 頭2) B 6 5 6 5 60 ○ × × ○ 3 I 80 I 7 5 l 6 5 I o l o l o 【 ○

A 50 4 5 4 0 ○ ○ 〇 ×

頚3中額7中頭7中館) A 60 5 5 bo × × × ○ 2 I 7 5 - 7 o 1 6 o l 0 l ○ I 0 l ○
ノン 5 0 45 40 ○ ○ 〇 ×

1蜘51 171鰯-ゆれ到 頭“ B 65 6 0 5 5 × × × × 3 ! 7 り I 7 0 } 6 5LO I O L。 l o
A 5 0 45 4 0 × ○ ○ ×

“雄彬嫌舛1戦引 薊の B 65 6 0 5 5 × × × × 封 75 l 7 o I 6 5 l x l O LO I O
A 50 4 5 40 × 〇 ○ ×

鮑瘤き1糊31鑓の l 獺D B 6 5 6 5 60 X × × X 3 l 8 o I 7 5 I 6 5 ｢x I o I o ! o
A 5 0 45 4 0 × × × ×

･

ぬ双3)岬(7) { 頭3) I 烈o) A 5 5 b o 4 5 × × × × z l 7 o I 6 5 ‘ 5 5 Fo f o ! o l o
メソ 5 0 45 40 ○ ○ ○ ×

-

畿2) l 弧5) I 51(1 ) I 17(1 ) A 5 5 5 0 4 5 × × × × 2 1 7 o I 6 5 【 5 5 I 0 I 0 I ○ 1 0
マン 5 0 4 5 4 0 × ○ ○ X

賊o)帷(o) l 飜6) i 4の B 6 5 6 0 5 5 ○ ○ L O ○ 3 l 7 5 ｢ 7 o T 6 5一 0 I Q l on o
A 5 0 4 5 40 ○ ○ ○ ×

･

蜘の罰則 81( 1 ) ! 27くめ B 65 6 5 60 ○ ○ 〇 ○ 3 l 8 0 - 7 5 l 6 5 l o l o 軸U L O
′′ 6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○

11 1(8 )1151釧1鰍O) I 343 B 6 5 6 5 60 ○ ○ ○ ○ 3 l 8 0 - 7 5 【 6 5 l 0 l ○ l 0 l O
A 50 4 5 4 0 × ○ ○ X

11蛔l143回留(7中砲 B 65 6 5 60 ○ ○ ○ ○ 3 1 8 o l 7 5 1 6 5上0 l o l o t o
A 50 45 40 ○ 〇 〇 ○

173国1薊Dl畿2中也) A 6 0 5 5 5 0 × × × × 2 l 7 5 I 7 o l 6 o l 0 l O LO L O
メソ 5 0 4 5 4 0 〇 ○ 〇 ×

1 1鷲田8戦芻(4胆頌2 A 60 5 5 50 × × × × 2 I 7 5 - 7 o l 6 0 ｢0 l ○ - 0 l ○
れソ 5 0 45 40 ○ ○ ○ ○

一

“ 50 45 40 0 0 0 o

夜間 午後 1 0 時 ~翌 日 の午前 6 時 )

区分の平均値。

鰡 時間区分 ( 昼間 午前 8 時~午後 7 時 、 朝夕 午前 6 時~午前 8 時 と 午後 7 時~午後 1 0 時 、

測定時間 ( 午前 5 時 、 7 時 、 1 0 時 、 午後 4 時 、 7 時 、 1 0 時以降の計 6 回/ 日 ) の各時問
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第 2 節 騒音 の 防止対策

1 法 条例による規制

(1 ) 騒音 に 係 る 環境基準

公害対策基本法第 9 条の規定 に基づ く 、 ｢騒音 に 係 る 環境基準｣ に つい て は 、 昭和 4 6 年 5

月 2 5 日 付 け閣議決定に よ り 騒音 に 係 る 環境上の 条件 に つい て生活環境 を保全 し 、 人の健康の

保護 に資す る う え で 、 維持 さ れ る こ と が望 蛮 しい基準 ( 以下 ｢環境基準j と い う ) と して定

め ら れ て い る 。 ( 遜婆)

なお 、 当環境基準は 、 地域の類型 あ て は め制 を と っ て い る が 本県 にお い て は 、 昭和 5 7 年

3 月 3 1 日 現在 、 地域の類型あ て は め は行 っ てい な い。

表 94 騒音に 係 る 環境基準 ( 昭和 4 6 年 5 月 2 5 日 閣議決定 )

環境基準

環境基準は 、 地域の類型及び時間の区分 ご と に 次表の基準値の欄 に掲げる と お り と す る 。

地域の類型
時 間 の 区 分

該 当 地 域
昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

AA 4 5 ホ ン国以下 4 0 ホ ン仏)以下 3 5 ホ ン(ノリ以下 環境基準に 係 る 水域及び地域の指定権
限の 委任 に 関す る 政令 ( 昭和 4 6 年政
令第 1 5 9 号 ) 第 2 項の規定 に 基づき
都道府県知事が地域の 区分 ご と に指定

す る 地域

A 5 0 ホ イA)以下 4 5 ホ イA)以下 4 0 ホ イA)以下

B 6 0 ホ ズA)以下 5 5 ホ イA)以下 5 0 ホ ズA)以下

圏 1 A A を あ て は め る 地域は療養施設が集合 し て設置 さ れ る 地域な ど特に 静穏 を要す る地域 と す

る こ と 。

2 A を あ て は め る 地域は主 と して住居の 用 に 供 さ れ る地域 と す る こ と 。

3 B を あ て は め る 地域は相当数の住居 と 併せて商業 、 工業等の用 に供 さ れ る 地域 と す る こ と 。

た だ し 、 次表に 掲げる地域 に該当す る 地域 ( 以下 ｢道路 に 面す る 地域｣ と い う ) に つい て は

その環境基準は上表に よ らず次表の基準値の欄 に掲げる と お り と す る 。

地 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域の う ち 2車線を有する道路に面する地域 5 5 ホ イA)以下 5 0 ホ イA)以下 4 5 ホ イA)以下

A地域の う ち2 車線を超える車線を有する道路に面する地域 6 0 ホ イA)以下 5 5 ホ イA)以下 5 0 ホ イA)以下

B地域の う ち 2 車線以下の車線を有する道路に面する地域 6 5 ホ イA)以下 6 0 ホ ･バA)以下 5 5 ボズA)以下

B地域の う ち2 車線を超える車線を有する道路に面する地域 6 5 ホ 4匐以下 6 5 ホ イA)以下 6 0 ホ ノ負)以下

備考 車線 と は 1 縦列の 自 動車が安全かつ円滑 に走行す る た め に必要な 一定の幅員 を有す る 帯状の

車道部分 をい う 。

-9 8 -



表95 一般的 な騒音 レヘ ル

ホ ノ 状 況

1 4 0 極度の聴力障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機の エ ソ ジ ノの近 く

1 1 0 自 動車の ク フ ク シ ョ ノ 、 船の機関室内

1 0 0 高速列車の近傍

9 0 組立工場、 やか ま しい地下鉄

8 0 交通の は げ しい交差点

7 0 電話の ヘル ( 1 m )

6 0 会話 ( 1 m ) 、 一般の 事務室 内

5 0 普通の事務室 、 静かな 住宅地

4 0 静か な 図書館

3 0 深夜 、 フ ジ オ ･ テ レ ビ放送の ス タ ジ オ内

2 0 人 の さ さ や き

1 0 木 の葉の音

O

難

聴 作会

惹 業話
能 r

起 率解
の の

低低

下下

(2) 騒音規制法

騒音規制法では 、 騒音 を防止す る こ と に よ り 生活環境 を保全すべ き地域 を知事が指定 し ( 法

第 3 条第 1 項 ) 、 こ の 指定地域内 に あ る 工場 、 事業場 に お け る 事業活動に伴 う 騒音 ( 法第 2 条

第 1 項及び第 2 項 ) 、 建設工事に伴 っ て発生す る 騒音 ( 法第 2 条第 3 項 ) を規制す る と と も に 、

自 動車か ら発生す る 騒音の許容限度 ( 法第 1 6 条 ) を定め 、 更 に道路交通 に起因す る 自 動車騒

音 につい て対策 を要請 ( 法第 1 7 条 ) で き る こ と と して い る 。

本県 に お け る地域指定状況は 、 表 9 6 と 表 9 7 の と お り であ る 。

表96 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 村 名

昭和 4 9 年 9 月 1 7 日

( 県告示第 7 7 8 号 ~第 7 8 0 号 )
鳥取市及び米子市の 一部

昭和 5 0 年 5 月 3 0 日

( 県告示第 4 7 6 号 ~第 4 7 8 号 )
倉吉市及び境港市の 一部

昭和 5 4 年 7 月 6 日

く 県告示第 5 7 5 号 ~第 5 7 7 号 )
国府町 、 郡家町及び 日 吉津村の 一部
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表9 7 騒音規制の 区域の 区分 と 用途地域の 関係

特定工場等に おい て発生す る騒音 につい て規制す る 区

域並びに 自動車騒音の限度 に 係 る 区域 。

都市 。十画法に基づ く
用 途 地 域 の 区 分

特定建設作業に伴 っ
て発生す る 騒音に つ
い て規制す る 区域。用 途 地 域

第一種区域
良行な住居の環境 を保全す る た め 、 特 に静穏の保

持 を必要 と す る 区域 。

第 1 種住居専用地域
第 1 号区域

( 第 4 種区域の う ち

学校 、 保育所、 病院 、
診療所 、 図書館及び

特別養護老人ホ ー ム

の敷地の 周囲約80 m

以内 の 区域 を含む。 )

第 2 種住居専用地域

第 2 種区域
住居の 用 に供 さ れ て い る た め静穏の保持を必要 と

す る 区域 。

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 3 種区域
住居の用 に あ わせて商業工業等の 用 に供 さ れてい

る 区域であ っ て 、 そ の区域内の住民の生活環境 を保
全す る た め騒音の発生 を防止す る 必要が あ る 区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

第 4 種区域
主 と し て 工業等の用 に供 さ れてい る 区域であ っ て

その 区域内の住民の生活環境 を悪化 さ せな い た め 、
著 しい騒音の 発生 を防止す る 必要が あ る 区域 。

工 業 地 域 第 2 号区域

指定地域か ら除外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

圏 規制の 区域 を示す図面 は 、 県庁環境保全課 、 関係市役所及び市町村役場公害担当課に備 え置 き 、

一般の縦覧に供 して い る 。

ァ 工場 、 事業場騒音

工場 、 事業場騒音 に ついて規制の対象 と な る の は 、 指定地域内 に あ っ て 、 特定施設 ( 政令

第 1 条 ) を設置 して い る 工場及び事業場 ( 特定工場等 と い う 。 ) であ る 。

特定工場等 に は 、 規制基準の遵守義務が課せ られてお り 、 知事 〔 指定地域市町村長 に事務

委任。 以 下同 じ ) は 、 規制基準 に適合 しな い こ と に よ り 、 周辺の生活環境が損な われ る と 認

め る場合に 、 計画変更勧告や改善勧告 、 更 に は改善命令 を行 う こ と が でき る 。

表 98 特定工場等 に お いて発生す る 騒音 に つい ての規制基準

※
昼 間

午前 8 時か ら ･
午後 7 時 ま で ノ

朝 夕

午前 6 時か ら午前 8 時 ま で 、
午後 7 時か ら午後1 0時 ま で ノ

夜 間
午後1 0時か ら 、
翌 日 の午前 6 時 交 で ノ

第 1 種区域 5 0 ホ、 ソ 4 5 ホ、 ソ 4 5 ホ ン

L 第 2 種区域 6 0 ホ、 ン 5 0 ホ、 ソ 4 5 ホ ノ

第 3 種区域 6 5 ホ、 ソ 6 5 ホ、 ソ 5 0 ホ ン

第 4 種区域 7 0 ホ、 ソ 7 0 ホ、 ソ 6 5 ホ ン

<基準値は特定工場等 ( 騒音規制法施行令別表第 好こ定 め る 施設 を設置す る 工場 事業場 ) に おい

て発生す る騒音の特定工場等の敷地の境界線上に お け る 大 き さ 。 >
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イ 建設作業騒音

建設作業騒音につい て規制の対象 と な る の は、 指定地域内 に おい て 、 建設工事 を 施工す る

場 合に、 特定建設作業 ( 政令第 2 条 ) を伴 う 作業であ る 。

特定建設作業に は、 届出義務が課せ られて い る 。 ま た 、 市町村長は、 特定建設作業に伴い

発生す る 騒音が一定の基準 に適合 しな い こ と に よ り 、 生活環境が著 し く 損な われ る 場合に お

い て は、 必要な 勧告、 命令の措置 を採 る こ と ができ る 。

表 99 特定建設作業に伴 っ て 発生す る 騒音につい て の規制基準

※
① く い打機
( も ん けん を
除 く 。) 〈 い抜
機叉は く い打
く い抜機を使
用 する 作業 (
圧 人式及びァ
一ス オ ー ガ ー

を 併用する 作
業 を 除 く 。 )

② び ょ う 打

機 を使用 す

る 作業。

③ さ く 岩機
を 使用す る

作業

( 1 日5 0 m 以

上移動す る

作業 を 除 く )

④餐臨機
(電動でな く
出 力1 5知V以上
の も の ) を使
用 する 作業 (
さ く 岩機の動
力 と して使用
する場合 を除
く 。 )

⑤ コ ン ク リ -
ト ブ フ ン ト

(容量0.4 5ゴ以
上) 又はア ス フ

ア ノレ ト ブ ラ ン ト
(容量2 0 0 kg
以 上 ) を 設 け
て 行 う 作業
(モ ル タ ル製
造す る 場合を
除 く 。 )

適用除外
億場所の朧
境界線か ら30 m
の地点における
騎

8 5 ホ ン を

超 えない こ と

8 0 ホ ン を

超 えな い こ と

7 5 ホ ン を

超 えないこ と

7 5 ホ ンを

超 えない こ と

7 5 ホ ン を

超 えないこ と

止

作業禁示

の時間帯

1 号

区域

午後 7 時

~午 前 7 時

午後 7 時

~午 前 7 時

午後 9 時

~午 前 6 時

午後 9 時

~午 前 6 時

午後 9 時

~午 前 6 時

災害、 非常の事態
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定

2 号

区 域

午後 1 0 時

~午 前 6 時

午後 1 0時

~午 前 6 時

午後 1 0時

~午 前 6 時

午後 1 0 時

~午前 6 時

午後 1 0 時

~午 前 6 時

作業時間

の長さ の

制 限

1 号

区域
1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0時 間 1 日 で完 了す る

作業、 災害の事

態、 人の生命、

危険防止
2 号

区域
1 日 1 4時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4時 間

連続 し て
作業する
こ と の で･

き る 日数 愕隊一考隙 6 日 間以 内 6 日 間以内 6 日 間以内

1 カ 月 以 内 1 か 月 以 内 災害、 非常事態、

人の生命、 危険

防止2 か 月 以 内 2 か 月 以 内

作業 を

禁止す る 日

日 曜 日

その他の休日

日 曜 日

その他の休 日

日 曜 日

そ の他の休 日

日曜 日

その他の休 日

日 曜 日

そ の他の休 日

災害、 非常の 事
態 、 人の生命、 危
険防止、 鉄軌道
の正常運転、 道
路法及び道交法
の 占用及び許可
の夜間指定

ウ 自 動車騒音

騒音規制法では、 自動車構造の改善に よ り 自 動車騒音の 防止 を 図 る た め、 環境庁長官が 目
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動車騒音の大 き さ の許容限度 を定め 、 こ れ を道路運送車両の保安基準におい て担保す る こ と

と し て い る 。 ま た 、 指定地域内 に あ っ て、 市町村長が 自 動車騒音につい て、 そ の 測定 レ ヘ ル

が一定の限度 を超 え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損な われ る と 認め る と き は 、 都道府県公

安委員会に対 し て、 道路交通法の規定 に よ る 措置 を と る べ き こ と を要請 し、 ま た 必要 に応 じ、

道路管理者等に対 し、 道路構造の改善そ の他の 自 動車騒音の 大き さ の減少 に資す る 事項に関

し、 意見 を述べる こ と がで き る 。

表 1 0 0 騒音規制法第1 7条 第 1 項の規定に基づ く 指定地域内 に お け る 自 動車騒音の限度

区 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

1 第 1 種区域の う ち 1 車線 を有す る 道路 に面す る 区域 5 5 ホ、 ソ 5 0 ホ、 ソ 4 5 ホ、 ノ

2 第 2 種区域の う ち 1 車線 を有す る道路 に面す る 区域 6 0 ホ、 ソ 5 5 ホ、 ノ 5 0 ホ、 ン

3 第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線 を有す る 道路 に面す る 区域 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン 5 5 ホ ン

4
第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線 を超 え る 車線 を有す る 道路
に 面す る 区域

7 5 ホ ン 7 0 ホ ン 6 0 ホ ン

5 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 1 車線 を有す る 道路 に 面す る 区域 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン 6 0 ホ、 ソ

6 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 2 車線 を有す る道路 に面す る 区域 7 5 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ、 ソ

7
第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 2 車線 を超 え る 車線 を有す る道路
に 面す る 区域

8 0 ホ、 ン 7 5 ホ ン 6 5 ホ、 ン

(3) 鳥取県公害防止条例 ( 昭和 4 6 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県条例第 3 5 号 )

近時、 ビ ル等の増加に伴い冷房用 の ク ー リ ン グタ ワ ー の騒音が問題 と な っ て い る が、 こ れ を

条例に よ り 騒音関係特定施設 ( 表 10 1 ) と し て 、 昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制が行われ て お り 、

規制地域及び規制基準は騒音規制法 に準拠 し て い る 。

表10 1 鳥取県公害防止条例 に よ る 騒音関係特定施設の規模

施 設 名 規 模

ク ー リ ン ク･ タ ワ ー 送風機の原動機の定格出 力が 0 7 5 キ ロ ワ ソ ト 以上の も の に限 る 。

ま た 、 深夜の静穏 を保持す る た め、 全県下の 工場、 事業場 のすべ て の事業活動に伴 う 深 夜

( 午後 1 0 時か ら翌 日 の午前 6 時 まで) の騒音 を昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制 してい る 。 事業活動す

な わ ち、 物の製造、 加工に伴 っ て発生す る騒音の ほか、 例 え ば飲食店 を営む こ と に よ っ て発生

す る 音楽放送、 ソ ド 演奏、 カ フ オ ケ 及びき う 声 な どの騒音 も 含め て規制 を行 っ て い る 。
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表1 02 鳥取県公害防止条例に よ る 深夜騒音の規制基準

区 域 の 区 分 基 準 値

｢ 1 “難扱剣法第 3 条第 1 項 の規定 “こ基づい て指定 さ れた第 3 種区域及び知事が別 に定 5 0 ホ、 ソ

2 語議鰕第 3 条第 1 項の規定 に基づい て指定 さ れた 第 4 種区域及び知事が別に定 6 5 ホ ン

3 1 及び 2 に掲げる 区域以外の区域。 4 5 ホ ン

(4 ) 航空機騒音に 係 る 環境基準

公害対策基本法第 9 条 の 規定 に 基づ く 、 ｢ 航空機騒音 に 係 る 環境基準 ｣ につい て は、 昭和

4 8 年 1 2 月 2 7 日 付環境庁告示第 1 5 4 号 に よ り 騒音に係 る 環境上の 条件につ き 、 生活環境

を保全 し、 人の健康の保護 に資す る う え で維持す る こ と が望 ま しい航空機騒音に係 る 基準 ( 以

下 ｢環境基準｣ と い う 。 ) と し て定 め られて い る 。 ( 表 1 0 3 )

本 県 に おい て は、 鳥取市に 鳥取空港 ( 管理者 鳥取県 ) と 境港市 に美保飛行場 ( 管理者 防

衛庁、 共用飛行場 ) の 2 つが あ り 、 環境基準 に基づ く 飛行場 の 区分は、 鳥取空港の場合第 3 種

空港に該当す る 飛行場であ る が、 離着陸回数が 1 日 当た り 1 0 回以下の飛行場であ る o ま た 、

美保飛行場の場合は、 自 衛隊等が使用す る 飛行場で あ り 、 第 2 種空港 A に準ず る 飛行場に該当

す る も の で あ る が 両飛行場 と も 現在、 環境基準の地域の類型あ て は め は行 っ て い な い。

表103 航空機騒音に係 る 環境基準につい て

公害対策基本法 ( 昭和 4 2 年法律第 1 3 2 号 ) 第 9 条の規定に基づ く 騒音 に係 る 環境上の 条件

の う ち航空機騒音に係 る基準につい て次の と お り 告示す る 。

公害対策基本法第 9 条に よ る 騒音に係 る 環境上の 条件につ き 、 生活環境 を保全 し、 人 の健康の

保護 に資す る う え で維持す る こ と が望 ま し い航空機騒音に係 る 基準 ( 以下 ｢環境基準｣ と い う 。 )

及びそ の達成期間は、 次 の と お り と す る 。

第 1 環境基準

1 環境基準は、 地域の類型ご と に次表の基準値の欄に掲げ る と お り と し、 各類型 を あ て は め

る 地域は、 都道府県知事が指定す る 。

地域の類型 基準値 ( 単位 WE C P N L )

7 0 以 下

nu 7 5 以 下

囲 1 を あ て は め る 地域は専 ら住居の用 に供 さ れ る地域 と し、 n を あ て は め る 地域は

I 以外の地域であ っ て通常の生活 を保全す る 必要が あ る地域 と す る 。

一 1 0 3 一



1 の環境基準の基準値は、 次の方法 に よ り 測定 評価 し た場合にお け る 値 と す る 。

( 1 ) 測定は、 原則 と し て連続 7 日 間行い、 晴騒音 よ り 1 0 プ ソ ヘ ル以上大 き い航空機騒音の

ピ ー ク レ ベ ル ( 計量単位 プ シ ベ ル ) 及び航空機の機数 を。己録す る も の と す る 。

(2) 測定は、 屋外で行 う も の と し、 そ の測定点 と し て は、 当該地域の航空機騒音 を代表す る

と 認め ら れ る地点 を選定す る も の と す る。

(3) 測定時期 と し て は、 航空機の飛行状況及び風向等の気象条件 を考慮 し て 、 測定点 に お け

る 航空機騒音を代表す る と 認め ら れ る 時期 を選定す る も の と す る 。

(4 ) 航空機騒音の評価は 、 ( 1 ) の ピ ー ク レ ベ ル及び機数か ら 次の算式に よ り 1 日 ご と の値 ( 単

位WE C P N L ) を算 出 し、 そ の すべて の値を パ ワ ー 平均 し て行 う も の と す る 。

算 式

2

d B(A) 十 1 0 10 g 1 。 N - 2 7

園 d B A と は、 1 日 のすべ て の ピ ー ク レ ヘ ル を パ ワ ー平均 した も の を いい N と は、

午 前 o 時か ら午前 7 時 ま での間の航空機の機数 を N 1 、 午 前 7 時か ら午後 7 時 ま での

間 の航空機の機数 を N 2 、 午後 7 時か ら午後 1 0 時 ま での 間の航空機の機数 を N 3 、

午後 1 0 時か ら午後 1 2 時ま での 間 の航空機の機数を N 4 と した場合における 次 に よ

り 算出 した値を い う 。

N = N 2 + 3 N 3 十 1 0 ( N 1 十 N 4 )

(5) 測定機器は、 日 本工業規格 C 1 5 0 2 に定め る 指示騒音計若 し く は 国 際 電気標準 会 議

p u b/ 1 7 9 に定 める精密騒音討叉は これ ら に相当す る 測定機器 を用い る も の と す る 。

こ の場合にお い て、 聴感補正回路は A特性 と し、 ま た、 動特性は緩 ( s 1 ow ) と す る 。

1 の 環境基準は、 1 日 当 た り の離着陸回数が 1 0 回以下の飛行場及び離島 に あ る 飛行場の

周辺地域には適用 しな い も の と す る 。

達成期間等

環境基準は、 公共用飛行場等の周辺地域におい て は、 飛行場の 区分 ご と に次表の達成期間

の 欄に掲げ る期間で達成 さ れ、 叉は維持 さ れ る も の と す る 。 こ の場合におい て、 達成期間が

5 年 を こ え る 地域に お い て は、 中間的 に 同表の改善 目 標の欄に掲げ る 目 標 を達成 しつつ 、 段

階的に環境基準が達成 さ れ る よ う にす る も の と す る 。

3

第 2

一 1 0 4 一

亀
馬

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　



飛 行 場 の 区 分 達 成 期 間 改 善 目 標

新 設 飛 行 場

直 ち に

既設飛行場
第三種空港及びこ れ
に準ず る も の

第 蘂 種 空 港
( 福岡空港を除
く 。 )

A 5 年以内

B

1 0 年以内
5 年以内 に、 85W E C P N L 未満 と す る

こ と 叉は 8 5W E C P N L 以上の地域に おい

て 屋内で 65W E C P N L 以下 と す る こ と 。新 東 京 国 際 空 港

第 一種空港 ( 新東京

国際空港 を除 く 。 )及

び福岡空港

1 0年 を こ え る 期間内 に

可及的速やか に

1 5 年以 内 に、 8 5 W E C P N L未満 と す

る こ と 叉は 85WE C P N L 以上の地域に

おい て屋内で8 5W E C P N L 以下 と す る

こ と o

2 1 0年以内 に 、 7 5 WE C P N L 未満 と す

る こ と 又は7 5W E C P N L 以上の地域に

お い て屋内で 6oWE C P N L 以下 と す る

こ と 。

備 考

1 既設飛行場の 区分は 、 環境基準が定 め ら れた 日 にお け る 区分 と す る 。

2 第二種空港の う ち、 B と は タ ー ボ ジ ェ ソ ト 発動機 を有す る 航空機が定期航空運送事業 と し

て離着陸す る も の を い い、 A と は B を除 く も の をい う 。

3 達成期間の欄に掲げ る 期間及び各改善 目 標 を達成す る た め の期間は、 環境基準が定め ら れ

た 日 か ら 起算す る 。

2 自 衛隊等が使用す る 飛行場 の周辺地域に お い ては 、 平均的な 離着陸回数及び機種並びに人家

の密集度 を勘案 し、 当該飛行場 と類似の 条件に あ る 前項の表の飛行場 の区分 に準 じて 環境基準

が達成 さ れ、 叉は維持 さ れ る よ う に努め る も の と す る 。

3 航空機騒音防止 のた め の施策 を総合的に講 じて も 、 1 の達成期間で環境基準 を達成す る こ と

が困難 と 考 え ら れ る 地域におい て は、 当該地域に 引 き続 き居住 を希望す る 者に対 し家屋の 防音

工事等 を行 う こ と に よ り 環境基準が達成 さ れた場合 と 同等の屋内環境が保持 さ れ る よ う にす る

と と も に、 極力環境基準 の速やかな達成 を期す る も の と す る 。
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2 特定施設等の届出状況

(1) 騒音規制法 に よ る特定施設の届出数

表 1 04 特定施設の種類別届出数 ( 昭和 5 7 年 3 月 3 1 日 現在 )

種 類 ＼＼＼亜璽村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 。十

1 金 属 加 工 機 械 1 5 3 1 1 5 6 6 1 7 4 3 5 5

2 空 気 圧 縮 機 等 2 6 6 1 5 5 9 6 5 6 2 1 2 4 6 9 9

3 土 石 用 破 砕 機 等 1 3 2 1 5

4 織 機

5 建 設 用 資 材 製 造 機 械 2 6 3 1 1 2

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械 4 9 1 2 2 4 5 6 3 1 4 2 3 9

8 抄 紙 機 1 1 1 4 1 5

9 印 刷 機 械 1 0 1 7 2 2 9 5 2 0 7

1 0 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 1 0 1 0 2 0

1 1 鋳 型 造 形 機 1 1 1 1

。十 5 9 5 4 8 1 2 4 9 8 1 O 1 2 1 5 6 1 , 5 7 4

届 出 工 場 事 業 場 1 0 3 9 0 4 5 2 2 O 9 4 2 7 3

-･J′"
‘---′←-‘‐･1111--

(2) 騒音規制法に よ る 特定建設作業の届出数

表 1 05 特定建設作業の種類別届 出数 ( 昭和 5 6 年度中 )

種 類へ＼＼N市町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国 府町 郡家町 日吉津村 。十

1 く い打機等 を使用す る作業 1 1 7 9 1 1 1 1 0 2

2 び ょ う 打機 を使用する 作業

3 さ く 岩機 を 使 用 す る 作業 4 2 0 1 2 5

4 空気圧縮機 を使用す る 作業 2 2 2 6

コ ン ク リ ー ト ブ フ ソ ト 等 を設
5 封 て 行き う 作業

。十 1 7 1 0 1 1 4 1 O O O 1 3 3

(3) 鳥取県公害防止条例に よ る 騒音関係特定施設届出数

表1 0 6 騒音関係特定施設届出数 ( 昭和 5 7 年 3 月 3 1 日 現在 )

種 苗＼~＼主町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国 府町 郡家町 日 吉津村 。十

ク ー リ ン グ タ ワ ー 1 9 4 1 6 4 3 1 1 7 O 5 O 4 1 1

届 出 事 業 場 1 2 1 1 0 8 2 6 1 4 O 3 O 2 7 2

- 1 0 6 一
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第 4 章 振 動

第 1 節 振動 の現況

1 概 要

振動は、 そ の発生源が生産工場、 建築 土木工事、 交通機関等が主体 と な っ て お り 、 騒音 と 同

様 に感覚的、 かつ、 心理的な要素が加わ り 、 不 快感や気分が イ フ イ フ す る等の被害 を与 え 、 ま た、

振動が大 き か っ た り 、 発生源が近接 して い る場合は、 壁、 タ イ ル等の ヒ ビ 割れ、 屋根が わ ら の ズ

レ等の物的被害 を生 じ る 。 ( 表 1 0 7 )

昭和 5 6 年度の全苦情件数 2 0 9 件の う ち、 振動苦情は 4 件 ( 2 % ) で あ り 、 昨年の 3 件に比

し増加 して い る o

苦情の 内容 を発生源別 に見 る と 、 建築土木工事 に伴 う も の が 1 件、 自 動車の走行 に伴 う も のが

2 件、 鉱業施設採石場に伴 う も の が 1 件 と な っ て い る 。

振動 の規制 に関 し ては ~ 振動規制法が昭和 5 1 年 6 月 1 0 日 付法第 6 4 号で公付、 同年 1 2 月

1 日 か ら 施行 さ れ、 本県 におい て も 、 昭和 5 3 年 6 月 9 日 規制地域の 県告示 を し、 6 月 1 9 日 か

ら 、 鳥取市、 米子市、 倉吉市、 境港市の一部 につ い て施行 して い る o

表1 07 地震 と 振動 レベル

‐ 1 0 7 一

気象庁震度階級 ( 1 9 4 9 年 )

0 無感 ( N o f e e l l ng )

人体に感 じ な い で地震。十 に 。己録 さ れ る 程度

加速度 0 8 g a l ( 55 d B ) 以 下

1 微震 ( s l 1 gh t )

静止 し て い る 人や 、 特 に地震に 注意深 い人だけ に 感す る 程度の地震

0 8 ~ 2 5 ga l ( 55 ~65d B )

虹 軽震 ( We a k )

大ぜ いの 人に 感ず る 程度の も の で 、 戸 、 障子がわずか に動 く の がわか る く ら い の地震

2 5 ~ 8 . 0 g a 1 ( 65 ~75dB )

m 弱震 ( R a t h e r s t r o ng )

家屋が ゆれ 、 戸 、 障子が カ タ カ タ と 鳴動 し 電灯の よ う な つ り 下げ物は 相当ゆれ器内 の 水面 の

動 く の がわ か る 程度の地震

8 0 ~ 2 5 0 g a l ( 7 5 ~85d B )

N 中 震 ( s t r ong )

家屋の震動が激 し く すわ り の悪い 花び ん な どは倒れ 、 器内 の 水は あ ふれ出 る 。 ま た 、 歩 い て
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気象庁震度階級 ( 1 9 4 9 年 )

い る 人に も 感 じ ら れ 、 多 く の 人 々 は 戸外に 飛び 出す程度の 地震

2 5 . 0 ~ 8 0 0 g a l ( 85 ~95d B )

V 強震 ( V e r y s t r ong )

壁 に割 目 が は い り 、 墓石 、 石 ど う ろ が倒れた り 煙突 、 石垣な どが破損す る 程度の地震

8 0 0 ~ 2 5 0 0 ga l ( 95 ~ 1 0 5 d B )

M 烈震 ( D 1 s a s t r o u s )

家屋の倒壊は30 % 以 下で山 く ずれ か起 き 地割れ を生 じ 、 多 く の 人 々 は す わ っ て い る こ と が で き

な い程度の 地震

2 5 0 . 0 ~ 4 0 0 0 ga l ( 1 0 5 ~ 1 1 o d B )

湘 激震 ( V e r y D 1 s a s t r o u s )

家屋の倒壊が30%以上に お よ び 、 山 く ずれ 、 地割れ 、 断層 な ど を生す る 。

4 0 0 0 ga l ( 1 1 o dB ) 以上

2 各種振動測定調査結果

(1 ) 道路交通振動調査

環境週間 ( 6 月 5 日~ 1 1 日 ) の行事の一つ と して 、 鳥取市 6 地点 ( 鳥取市今町 鳥取駅前、

同 市末広温泉町 日 交旅行セ ン タ ー前、 同市東町 鳥取県庁前、 同市片原 大村薬局前、 同市

青葉町 鳥取警察署付近、 同市吉方町 面谷外科付近 ) 、 倉吉市 3 地点 ( 倉吉市明治町 . 打吹

駅前、 同市宮川町 宮川町 ロ ー タ リ ー、 同市上井町 倉吉駅前 ) 、 米子市 6 地点 ( 米 子市 明治

町 米子駅前、 同市加茂町 : 中国電力前、 同市角盤町 : 明治生命前、 同市富士見町 : 消防署付

近、 同市西福原 . 鳥銀米子支店前、 同市米原 . 隠機建築事務所前 ) 、 及び境港市 3 地点 ( 境港

市上道町 ･ 鳥銀境港支店前、 同市湊町 ･ 境公民館前、 同市外江町 中国電気工事境港出張所前 )

。十 1 8 地点 に お い て道路交通振動測定 を し併せて 自 動車台数 ( 原付 自動二輪車以上 ) を調査 し

た。 ( 表 1 0 8 )

こ の調査は振動規制法 に基づ く 測定方法で行い、 そ の 8 0 パ ー セ ン ト レ ソ シ の上端値の平均

値で見れば、 鳥 取市 3 9 デ シ ヘ ル~ 4 8 デ シ ヘル ( 以下 ｢ (田 ｣ と 証す。) 、 倉吉市 4 3 班;~ 5 2 (田、

米子市 4 4 (鞘 ~ 5 3 く胆 、 境港市4 1 (溢~ 4 9 (鷆 で あ り 、 いずれの地点に おい て も 振動規制 法第

1 6 条に基づ く 指定地域内 にお け る道路交通振動の限度 と 比較すれば限度以下であ る 。

(2) 環境振動実態調査

昭和 5 6 年度中に、 振動規制法 に基づ く 期制地域の指定 を行っ て い る 4 市 ( 1 6 地点 ) 及び

港湾埋立 て事業に伴 う 振動監視地点 1 市 ( 4 地点 ) 。十 4 市 ( 2 0 地点 ) で実施 し た調査結果は

せ

表 ｣塵の と お り であ る o

調査結果 を み る と 、 いずれの地点 に お いて も 、 振動規制法第 1 6 条 に規定す る 指定地域内 に
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け る 道路交通振動の限度以下であ る 。

表1 08 環境週間行事にお け る 道路交通振動測定調査結果

測 定 地 点 名 測定値及び道路交通振動の限度
測定平均値の 昭和 5 3 ~
5 6 年度 の対比

地区(測定月日
測 定

地 点 名

所在地

道路が

有 す る

車 線数

道 路 交 通 振 動
道路交通振動

〔 80% レ ソ シ
上端値 (説3 ) 〕

自 動 車 台 数

( 台数/ 1 0 分 )

振動 レ ベ ル

〔8 0 % レ ン ジ
上端値@勤〕

道路交通振動
の限度

i8 0 % レ ン シ上
端値

区域 の 趣め〕
区 分 聡認.籔が 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和5 6年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和5 6年度最 最

低~高
値 値 平均値 授増

鳥失端茸市
鳥取駅前付近 今 町 2 車線 4 5() 4 8 46 第 2 種 7 0 ○ 4 3 5 0 4 8 4 6

1 44

Q"

1 3 1

(9)
1 4 0

(7)

1 3 3

@

日 交 旅 行
セ ン タ ー 前

末 広
温泉町

2 車線
を こ え る

4 5()5 2 4 8 " " ○ 4 2 4 4 4 8 48
2 8 9

飼

1 7 5

⑭

3 4 1

鰯

2 0 6

@

県 庁 前 東 町 " 3 7 () 46 4 3 " " ○ 4 1 4 4 44 4 3
1 48

国

1 30

Q9

1 43

⑭

1 3 3

@

大 村 薬 局 前 片 原 2 車線 3 5メし 5 1 4 6 " " ○ 43 4 5 4 6
1 6 0

(8 )

1 62

(8)

1 5 0

(4)

鳥 取 警 察 署
付 近

青葉町 " 3 6~ 4 3 4 0 第 1 種 6 5 ○ 3 9 44 4 0
294

⑭

2 5 8

⑬

3 08

翰

面谷外科付近 吉方町
2 車線
を こ え る

3 5/し 4 5 39 " " ○ 43 39
1 7 7

Qの

1 8 0

⑧

簇J呻鼬
打 吹 駅 前 明 治町 2 車線 4 Cr~4 8 4 3 第 2 種 7 0 ○ 4 1 45 4 0 43

9 7

(5)

9 7

(9 )

9 9

(9)

1 2 1

(8)

倉吉駅前通 り 上井町
2 車線
を こ え る

5 1 ノし 5 6 52 " " ○ 5 3 4 8 49 52
2 04

飼

226

翰

22 8

⑬

2 3 1

⑩

宮 川 町
ロ ー タ ノ ー 宮川町

" 4 4′し 49 4 6 " “ ○ 49 49 4 6 4 6
1 9 0

QB
19 0

Qの

2 2 3

q9

2 1 5

Qの

米容認官し市
米 子 駅 前 明 治町 " 5けし 5 6 5 3 " " ○ 54 53 52 5 3

1 9 4

@

1 88

鰯
1 92

をD

1 8 8

⑳

中 国 電 力 前 加茂町 " 49レし 52 5 0 " " ○ 4 9 5 2 5 0 5 0
3 1 1

@

327

@

3 5 6

鱒

3 6 6

◎

明 治 生 命 鍵 角盤町 " 4 6し 49 48 " " ○ 5 1 5 1 4 6 48
302

国
303

@
3 3 3

@

36 1

@

消 防 署 付 近 覽 声 " 48~ 5 1 5 0 " " ○ 4 8 48 5 0
2 69

⑭
2 6 3

回

2 4 2

圀

鳥 銀 米 子
支 店 前

西福原 " 49し 53 5 1 " " ○ 5 3 49 5 1
3 6 0

69
3 7 7

飼

34 9

@

隠 樹 建 築
事 務 所 前 米 原 " 4 1/し 46 44 第 1 種 6 5 ○ 43 44

3 2 6

国

2 64

錫

麒月酷=鼬
鳥 銀 境 港
支 店 甘 上道町

2 車線 4 3^) 4 9 4 7 " " ○ 42 44 4 8 4 7
1 30

図り

1 1 8

⑭
12 9

㈱

1 0 2

Q"

境 公 民 館 前 湊 町 " 43~ 5 2 4 9 " " ○ 5 0 5 0 49
11 2

@
1 1 3

@

1 0 6

Q9

中国電気工事
境港出張所前 外江町

" 39し 4 4 4 1 " " ○ 4 1 4 1 39 4 1
52

(2 )

6 1

(5 )

5 9

(6)

5 4

(5)

を

園 測定値は午前 8 時か ら午後 4 ま での 2 時間お き 5 回 の測定。
( ) 内 は 内数で大型車数 を示す。
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表 109 昭和 5 6 年度環境振動実態調査結果

区 分 測 定 結 果

限 度 と の 対 比

地区(測定月日 測 定 場 所 名 所 在 地 面す る道路名 車線数
振動に旧)

交通量
倫爲/40分)

8 0%レ ソ

ジ 上端

昼間 夜間

鞠巍蹴の願(dB)

昼間 夜間 規制地域
8 0 % レ ソ

ジ上端
限度 と の
適◎否図

昼間 夜間 昼間 夜間

鳥取市(九月一日)
市 立 修 立 小 学 校 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 線 2 2 7 2 5

2 1 5

彌

1 02

(6)
1 65 60 ○ ○

鳥取 市文化 ホ ー ル 前 吉方温泉町県道福部鳥取線 2 38 31
1 54

(8)

89

(5)
2 7 0 65 ○ ○

喫茶 ｢ バ ル ー ア ｣ 前 田 園 町 国 道 2 9 号 線 2 34 3 1
2 64

⑬

1 65

(7)
2 7 0 65 ○ ○

鳥 取 ス ト ア 前 天 神 町 国 道 5 3 号 線 4 42 33
24 9

6D

1 52

(8 )
2 7 0 6 5 ○ ○

九月七‐八日)倉吉市
倉 吉 ホ ー ム 電 業 前 大 正 町

国道 3 1 3 号線
( バ イ パ ス )

2 4 0 3 1
1 3 6

Qの

5 0

(2 )
1 6 5 60 ○ ○

善 正 寺 前 河 原 町国 道 31 3 号 線 2 35 29
1 0 7

(7)

53

(3 )
1 65 60 ○ ○

市 立 倉 吉 西 中 裏 秋 喜
地方道倉吉赤碕
中山線

2 28 24
67

(5)

2 8

(3)
1 65 6 0 ○ ○

中 国 電 気 工 事 前 八 屋国 道 1 79 号 線 4 36 38
227

⑰

1 12

(8 )
2 7 0 6 5 ○ ○

十月八.九日)米子市
戸 口 田 医 院 前 上 福 原県道皆生西原線 4 40 38

1 54

(7)

6 3

(2)
1 6 5 6 0 ○ ○

田 辺 外 科 医 院 前 道 笑 町 国 道 181 号 線 2 5 0 45
1 7 1

⑳

1 02

@
2 7 0 6 5 ○ ○

高 野産業 第二倉 庫 前 祇 園 町 国 道 9 号 線 2 50 43
2 42

◎

1 36

Qの
2 7 0 6 5 ○ ○

建設 省米 子 出 張所 前 車 尾国 道 9 号 線 4 48 4 4
3 1 8

@

222

OB
2 70 65 ○ ○

九月三‐四日)※九月十七‐十八日)境港市
境 公 民 館 前 湊 町県道彦名境港線 2 41 37

1 09

(7)

5 2

(2)
1 6 5 60 ○ ○

山陰 合銀外江支店 前 外 江 町県道彦名境港線 2 3 1 3 0
60

(5)

3 0

(2 )
1 6 5 6 0 ○ ○

順天堂 ハ ウ ジ ン グ 前 東 本 町県 道 境 港 線 2 3 6 32
4 4

( o)

12

(2 )
2 70 65 ○ 〇

都 田 水 産 前 上 道 町地方道米子境線 4 44 37
1 00

⑪

5 0

(4)
2 7 0 6 5 ○ ○

北陽;タ イヤサー ヒス毯① ※ 竹内町 地方道米子境線 4 40 3 1
1 51

◎

89

(4)
2 7 0 6 5 ○ ○

浜田プロ ソ ク工業入口 ② ※ 〃 地方道米子境線 4 42 33
143

◎

8 1

(7)
2 70 6 5 ○ ○

武 良 水産加工場 前③ ※ 高松町 地方道米子境線 4 44 32
1 60

8D

9 4

堕)
1 65 6 0 ○ ○

工 業 試 験 場 入 口 ④ ※ 新屋町 地方道米子境線 4 42 3 1
1 38

節D

80

‘6 }
1 6 5 60 ○ ○

園 時間区分 ( 昼間 : 午前 8 時~午後 7 時、 夜間 : 午後 7 時~翌 日 の午 前 8 時 )
測定時間 ( 午前 5 時、 7 時、 1 0 時、 午後 4 時、 7 時、 1 0 時以降の 。十 6 回/ 日 ) の各時間

区分の平均値

一 1 1 0 -
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第 2 節 振動 の 防止対策

1 法による規制

(1 ) 振動規制法

振動規制法 ( 昭和 5 1 年 1 2 月 1 日 施行 ) では、 都道府県知事が振動 を防止す る こ と に よ り

住民 の生活環境 を保全す る 必要が あ る と 認め る 地域 を指定 し、 こ の地域内 におい て、 工場及び

事業場 に お け る 事業活動並びに建設工事に伴 っ て発生す る 相当範囲 にわた る振動 ( 法第 2 条 )

につい て必要な 規制 を行 う と と も に、 道路交通振動 に係 る 要請の措置 を定め る こ と な ど に よ り 、

生活環境 を保全 し、 国民 の健康の保護に資す る こ と と し て い る 。

本県 に お け る地域指定状況は表 1 1 0 と 表 1 1 1 の と お り で あ る 。

表 1 1 0 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 名

昭和 5 3 年 6 月 9 日

( 県告示第 5 3 1 号~第 5 3 3 号 )
鳥取市、 米子市、 倉吉市及び境港市の一部

表 1 1 1 振動規制の区域の 区分 と 用途地域の 関係

特定工場等に おい て発生す る振動 につい て規制す

る 区域並びに道路交通振動の限度に係る 区域

都市。十画法 に基づ く 用

途地域の 区分

特定建設作業 に伴 っ て
発生す る 騒音につい て

規制す る 区域

第 1 種区域

良好な 住居の環境 を保全す る た め、 特に静穏

の保持 を必要 と す る 区域及び住居の用 に供 さ れ

て い る た め、 静穏の保持 を必要 と す る 区域。

第 1 種住居専用地域 第 1 号区域

( 工業地域の う ち、 学

校、 保育所、 病院、

診療所、 図書館及び

特別養護老人ホ ー ム

の敷地の周囲約 8 0

m以内 の区域を含む)

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 2 種区域

住居の用 に併せて商業、 工業等の用 に供 さ れ

て い る 区域で あ っ て、 そ の区域内の住民の生活

環境 を保全す る た め、 振動の発生 を 防止す る 必

要が あ る 区域及び主 と して工業等の 用 に供 さ れ

て い る 区域で あ っ て、 そ の 区域内 の住民の生活

環境 を悪化 さ せ な い た め、 著 しい振動の発生 を

防止す る 必要が あ る 区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域
第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら 除外

園 規制の 区域を示す図面は 、 県庁環境保全課、 関係市役所公害担当課に備 え置 き ~ 一般の縦覧

に供 して い る o
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ァ 工場、 事業場振動

工場、 事業場振動に つい て規制の対象 と な る の は、 指定地域内 に あ っ て、 特定施設 ( 政令

第 1 条 ) を 設置 し て い る 工場及び事業場 ( 特定工場等 と い う 。 ) で あ る 。

特定工場等に は、 規制基準の遵守義務が課せ られ て お り 、 知事 ( 指定地域市町村長 に事務

委任。 以下同 じ。 ) は 規制基準に適合 しな い振動 を発生す る こ と に よ り 周辺の生活環境が損

な われ る と認め る と き は 、 振動の防止の方法等に関 し、 改善等の勧告及び改善命令 を行 う こ

と ができ る 。

表 1 12 特定工場等に おい て発生す る 振動 につい て の規制基準

区域“羸~時趨の区分
｢ 居 間

( 午前 8 時か ら午後 7 時 ま で )

夜 間

( 午後 7 時か ら 翌 日 の午前 8 時 ま で )

第 1 種 区 域 6 0 プ シヘ ル 5 5 ブ ジ ヘ ル

第 2 種 区 域 6 5 ブ ソヘ ル 6 0 テ ン バミ ル

〔 基準値は特定工場 ( 振動規制法施行令別表第 1 に定 め る 施設 を設置す る 工場 事業場 ) に お い

て発生す る 振動の特定工場等の敷地の境界線上に お け る 大 き さ 。 〕

=
イ 建設作業振動

建設作業振動 につい て規制 の対象 と な る の は 、 指定地域内 に お い て、 建設工事 を 施工す る

場合に、 特定建設作業 ( 政令第 2 条 ) を伴 う 作業で あ る 。

特定建設作業に は、 届出義課が課せ ら れ て い る 。 ま た、 市町村長は、 特定建設作業に伴い

発生す る振動が一定の基準に適合 し な い こ と に よ り 、 周辺 の生活環境が著 し く 損な われ る と

認め る と き は 、 振動の防止の方法等 に関 し、 改善勧告及び改善命令 を行 う こ と がで き る 。

一 1 1 2 -



表 1 13 特定建設作業に伴 っ て発生す る 振動 に つ い て の規制基準

① く い打機 ( も ん
け ん及び圧入式 く
い打機 を除 く 。 ) く
い抜機 ( 油圧式 く
い抜機 を除 く 。 ) 叉
は く い打 く い抜機
( 圧入式 く い打 く
い抜機 を除 く 。 ) を
使用 す る 作業

②鋼球 を使用 し て
建築物そ の他の工
作物 を破壊す る 作
業

③舗装版破砕機を
使用す る 作業 ( 作
業地点か連続的 に
移動す る 作業 に あ
っ て は 、 1 日 に お
け る 当該作業に 係
る 2 地点間 の最大
距離が50 メ ー ト ル
を超 え な い 作業に
限 る 。 )

④ ブ レー カ ー ( 手
持式の も の を除 く 。 )
を 使用す る 作業 (
作業地点が連続的
に移動す る 作業に
あ っ て は、 1 日 に

お け る 当該作業に
係 る 2 地点間 の最
大距離が50 メ ー ト
ル を超 え な い作業
に限 る 。 )

適 用 除 外

作業場所の
敷地境界線
振 動

75プ シベ ル を

超 え な い こ と

75 テ ン ヘ ル を

超 え な い こ と

75テ ンヘ ル を

超 え な い こ と

75 テ ノ ベ ル を

超 え な い こ と

作業禁

止 の

時間帯

1号区域
午後 7 時~

午前 7 時

午後 7 時~

午前 7 時

午後 7 時~

午前 7 時

午後 7 時~

午前 7 時

災害、 非常の 事態、

人 の生命、 危険防

止、 鉄軌道 の 甘常

運行、 道路法及び

道交法の 占用 及び

許可の夜間指定2号区域
午後 10 時~

午前 6 時

午後 10 時~

午前 6 時

午後 10 時~

午前 6 時

午後 10 時~

午前 6 時

作 業

時間の

長 さ の

制 限

1号区域 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間

｢

1 日 10 時間 災害、 非常の事態、

人 の生命、 危険防

止

2号区域 1 日 14 時間 1 日 14 時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間

連続 して
作業する
こ と ので

き る 日数 愕誠一霧“数 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内
災害、 非常の 事態
人の 生命 、 危険防
止

作業 を禁止

す る 日

日 曜 日 、

そ の他 の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

日 曜 日 、

そ の 他の休 日

災害、 非常の事態、
人 の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運行、 電業法の必
要作業、 道路法及
び道交法の 占用及
び許可の時、 そ の
他の休 日 指定

ウ 道路交通振動

振動規制法で は 、 指定地域内 に お い て 、 市 町村長か道路交通振動に つ い て そ の測定 レ ヘ ル

が一定 の限度 を超 え 、 道路周辺 の生活I呆境 か著 し く 損 なわれる と認め る と き は、 道路管卸者 に

対 し道路交通振動 の防止 の た め の舗装、 維持叉 は修繕の措置 を要 話 し 、 又 は 都送府県公安委

員会 に対 し道路交通法の規定 に よ る 措置 を執 る べ き こ と を要 。肖 す る こ と か て き る 。

表 1 14 振動規制法第 1 6 条第 1 項 の規定 に基づ く 指定地域内 に お け る 道路交通振動 の限度

区域の区葛が~＼艫閭の区分
昼 間

( 午 前 8 時 か ら午後 7 時 ま で )

夜 間

( 午後 7 時か ら翌 日 の 午前 8 時 ま て )

第 1 種 区 域 6 5 ブ シ ヘ ル 6 0 ブ ソ ヘ ル

第 2 種 区 域 7 0 プ ン ヘ 6 5 アヂ ン ヘ
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2 特定施設等の届出状況

(1 ) 振動規制法に よ る 特定施設の届出数

表11 5 特定施設の種類別届 出数 ( 昭和 5 7 年 3 月 3 1 日 現在 )

1 金属加工機械

ィ 液 圧 フ レ ス 2 6 1 3 2 6 4 6 9

口 機 械 フ レ ス 1 5 4 7 8 2 7 2 5 0

ノ 、 せ ん 断 機 1 6 1 5 2 8 1 5 7 4

ー 鍛 造 機 3 1 6 6 2 5

ホ ワ イ ヤー フ 才一 ミ ソグマシソ

小 。十 1 9 9 5 1 1 4 2 2 6 4 1 8

2 圧 縮 機 3 6 5 1 7 8 4 1 6 9

3 破 砕 機 等

破 砕 機

摩 砕 機 1 4
一

1 4

ふ る い 1

一

1

分 級 機

小 口十 1 4 1 1 5

4 織 機

5 う多勢増

コ ンク リ ー ト ブ ロ ン ク マ シ ソ 2 3 5

コ ン ク リ ー ト 管製造機械及
ひ コ ン ク リ ー ト 柱製造機械

小 。十 2 3 5

6 木材加工機械

イ ド ラ ム ノ モ ー カ ー 3 1 4

ロ チ ン パ ー 3 6 3 2 1 4

小 口十 3 9 4 2 1 8

7 印 刷 機 械 4 8 1 5 9 5 7 7

8 ゴ ム練用又は 合成樹脂線用 ロ ー ル機

9 合成樹脂用射出成形機 1 2 1 2 2 4

1 0 鋳 型 造 型 機 9 9

。十 3 1 4 1 3 9 2 4 5 3 7 7 3 5

届 出 工 場 事 業 場 4 7 3 9 2 3 2 1 1 3 0

(2) 振動規制法 に よ る 特定建設作業届 出数

表1 1 6 特定建設作業の種類別届 出数 ( 昭和 5 6 年度中 )

種 類＼＼~＼･ 市 名 鳥 取 市 米 子 市 倉 吉 市 境 港 市 。十

1 く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 3 2 7 7 2 2 1 1 3 2

2 鋼 球 を 使 用 し て 破 壊 す る 作 業

3 舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作業 7 7

4 ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作業 1 9 1 0

。十 3 3 9 3 2 2 1 1 4 9

- 1 1 4 一
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臭第 5 章 悪

第 1 節 悪 臭 の 現 況

われわれが悪臭 に対 し て も っ て い る 嫌悪感や不快感は 、 生活環境 、 生活様式 、 個人差等に よ っ て異

な っ て い る 。 悪臭苦情は 、 悪臭発生対象事業場の多様化 と 、 田 園地域の宅地化や事業場に近接す る 住

宅 の増加等 に加 え て 、 個人の感情 、 利害等が関与 して表面化 し 、 訴 え の範囲 も 広がる 傾向 に あ る 。

県内 の悪臭発生事業場は 中小規模 の も の が多 く 、 悪臭防止技術 の困難 さ 、 及 び経済的な面か ら悪臭

防止対策がお く れて い るあ が現状 であ る 。

昭和 5 6 年度 の悪臭に 関す る 苦情受理件数は 2 9 件で、 総苦 情受理件数 2 0 9 件の 1 4 % と な っ て

お り 、 発生源別では事業に 関連 し た も の の う ち 畜産業に よ る も の が 8 件 ( 2 8 % ) で最 も 多 か っ た 。

悪臭防止法に よ り 悪臭物質 と し て指定 さ れた ア ソ モ ー ア 等 8 物質に つ い て 、 悪臭防止の必要 な地域、

悪臭 を 発生す る 工場 、 事業場等 5 9 施設 9 0 地点で環境大気中 の悪臭物質 を昭和 5 6 年度中 に 県が測

定 し た結果は表 1 0 5 の と お り であ る 。 こ の測定結果か ら規制地域内 の 4 1 事業場で排出 さ れ た悪臭

物質が当該区域の基準値 を超 え た も の は な く 規制地域外の 1 8 事業場で も い ち ばん き び しい規制基

準 ( 臭気強度 2 5 ) 以下で あ っ た 。

表 1 1 7 悪臭苦情受理件数

年 度 公害苦情総受理件数
悪 臭 苦 情 受 理 件 数

総 件 数 畜 産 関 係 件 数

5 0 2 0 7 3 7 2 4

5 1 1 8 0 3 3 3 0

5 2 1 7 0 3 5 2 2

5 3 1 9 7 4 0 1 5

5 4 1 7 1 3 2 1 2

5 5 1 7 3 1 6 5

5 6 2 0 9 2 9 8

- 1 1 5-



表1 1 8 悪臭物質調査結果総括表 昭和 5 6 年度

調査工場及び事業場数
ア ソモーア メチこルメ ル

力 ブ タ ン
硫化水素 硫化メチル

ト リ メチル

ア ミ ソ

二 硫 化
メ チ ル

ア セ ト

アルデ ヒ ド
ス チ レ ン

測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数
鳥 取 市 6 6 1 2 O 6 1 3 O 6 1 2 O 6 1 2 O 6 1 2 O 6 1 3 O 2 2 O - ll 一

米 子市 2 2 4 O 2 4 O 2 4 O 2 4 O 2 4 O 2 4 O 2 4 O

倉 吉 市 6 3 6 O 6 21 O 3 9 O 6 23 O 4 13 O 6 l 7 O

境 港 市 2 2 3 O 2 3 O 2 3 O 2 3 O 2 3 O 2 3 O

国 府町 1 1 2 O 1 2 O 1 2 O 1 2 O 1 2 O 1 2 O

気 高 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

鹿 野町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

青 谷町 2 ll 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

東 郷町 2 2 2 O 2 2
qJ

2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

三朝 町 4 4 4 O 2 2 O 4 4 O 4 4 O 2 2 O 2 2 O

関 金町 4 4 5 O 2 2 O 4 5 O 4 5 O 2 2 O 2 2 O

大 栄町 1 0 1 0 10 O 1 0 1 0 O

東 伯 町 4 2 2 O 2 2 O 4 6 O 4 6 O 2 2 O 2 2 O

八東町 2
L

2 2 O 1 1 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

郡 家 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

羽 合町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

名 和町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

淀 江町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

赤碕町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

合 。十 5 9 1 3 25 O 47 74 O 39 55 O 59 89 O 1 4 32 O 59 84 O 3 1 3 4 O 2 7 2 8 O

- 1 1 6一
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調査工場及ひ事業場数
アンモニア

メチリレメ ル

力 ブ タ ン
硫化水素 硫化メチル

ト , メチル

ア ミ ソ

二 硫 化
メ チ ル

ア セ ト

アルデヒ ド
ス チ レ ン

測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数 測定施設数 測定地点数 基準超過地点数
鳥 取 市 4 4 8 O 4 8 O 4 8 O 4 8 O 4 8 O 4 8 O 1 2 O

米 子市 2 2 4 O 2 4 O 2 4 O 2 4 O 2 4 O 2 4 O

倉 吉 市 5 3 6 O 5 1 4 O 3 9 O 5 1 6 O 4 1 3 O 5 1 0 O

境 港 市 2 2 3 O 2 3 O 2 3 O 2 3 O 2 3 O 2 3 O

国 府町 1 1 2 O 'ユ 2 O 1 2 O 1 2 O 1 2 O T且 2 O

郡 家 町 1 1 1 O 1 1 O 1 1 O 1 1 O 1 1 O 1 1 O

八 東町 2 2 2 O 1 1 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

気 高町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

鹿 野 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

青 谷 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

羽 合 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

東 郷町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

三 朝町 3 3 3 O 3 3 O 3 3 O 3 3 O 2 2 O 2 2 O

関 金 町 4 4 5 O 2 2 O 4 5 O 4 5 O 2 2 O 2 2 O

東 伯 町 2 2 2 O 2 2 O 2 4 O 2 4 O 2 2 O 2 2 O

赤碕町 1 1 1 O 1 1 O 1 1 O 1 1 O 1 1 O 1 1 O

淀 江 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

名 和町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O 2 2 O

。十 4 1 1 1 2 1 O 4 1 59 O 36 5 0 O 4 1 63 O 1 2 28 O 37 57 O 26 28 O 25 26 O

項 饗 アンモニア 拷ダル 硫化水素 硫化メチル ク ベチ杉 暮 館 も呉 室 ス チ レ ン
工

目 場 測 測 基 測 測 基 測 測 基 測 剛 基 剛 測 基 測 測 基 測 測 基 測 測 基

殊 定 定 籍 定 定 逡 定 定 鑑 定 定 鼈 定 定 迩 定 定 釜 定 定 麓 定 定 釜
市 事 施 地 過 施 地 過 施 地 過 施 地 過 施 地 過 施 地 過 施 地 過 施 地 過

砦 義 設 点 礬 設 点 費 設 点 讐 設 点 讐 設 ,点 讐 設 点 礬 設 点 警 設 点 警
別 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数

鳥 取 市 4 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 1 2 0 - -

米 子市 2 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 - - - -

倉 吉 市 5 3 6 0 5 1 4 0 3 9 0 5 1 6 0 4 1 3 0 5 1 0 0 -

境 港 市 2 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 - - - - -

国 府町 1 1 2 o 1 2 0 1 2 0 - - - 1 2 0 1 2 0 1 2 0

郡 家 町 1 - - 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

八 東町 2 - 2 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0

気 高町 2 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0 - - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0

鹿 野 町 2 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0

青 谷 町 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0

羽 合 町 2 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0

東 郷町 2 - - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0 - 2 2 0 2 2 0 2 2 0

三 朝町 3 - - - 3 3 0 3 3 0 3 3 0 - - - 3 3 0 2 2 0 2 2 0

関 金 町 4 - - 4 5 0 2 2 0 4 5 0 - - - 4 5 0 2 2 0 2 2 0

東 伯 町 2 - - 2 2 0 2 2 0 2 4 0 - - - 2 4 0 2 2 0 2 2 0

赤碕町 1 - - - 1 1 0 1 1 0 1 1 0 - - - 1 1 0 1 1 0 1 1 0

淀 江 町 2 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0 - 2 2 0 2 2 0 2 2 0

名 和町 2 - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0 - - - 2 2 0 2 2 0 2 2 0

。十 4 1 1 1 2 1 0 4 1 59 0 36 5 0 0 4 1 63 0 1 2 28 0 37 57 0 26 28 0 25 26 0

第

病院等の 周辺 そ の他悪臭 を 防止す る 必要 があ る と 認め ら れる 地域 を対象 と して 知事が地域 を指定

し 、 指定地域内 で事業活動に伴 っ て発生す る 悪臭物質の排出に つ いて規制基準 を設定す る こ と と

さ れて い る 。 し か し 、 工業専用地域に つ い て は地域の特殊性か ら原則 と し て規制地域の対象 と さ

れ て い な い 。

県 では昭和 48年 1 0 月 12 日 告示第 7 6 7 号で鳥取市ほ か 3 市 9 町 1 村 を 、 昭和 49年 7 月 2 日 告示

第 5 7 1 号で東伯町ほ か 4 町 を 、 昭和56年 3 月 24 日 告示第 2 8 3 号で岩美町ほ か 4 町 1 村 を規制

一 1 1 7 一



地域 と し て指定 し、 5 物質 に つい て 規制基準 を定め 、 また、 同 じ く 5 物質 に つ い て昭和 5 6 年 3 月 2 4

日 告示第 2 8 4 号 で 米子市、 日 吉津村の規制地域の一部拡大 を し て い る 。

昭和 5 1 年 9 月 1 8 日 悪臭防止法施行令の一部改正に よ り 悪臭物質 と し て 追加指定 さ れた 3 物質

に つ い て は 、 昭和 5 6 年 3 月 2 4 日 告示第 2 8 5 号 で 鳥取市ほ か 3 市 5 町 2 村に つい て規制地域 を指

定 し規制基準 を定 め て い る 。

悪臭規制指定地域内 の事業場等に は規制基準 の遵守義務が課せ ら れて お り 、 知事 ( 指定地域市

町村長に事務委任 ) は 、 事業活動 に伴 っ て発生す る悪臭物質 の排出 が規制基準 に適合 し な い こ と

に よ り 周辺住民 の 生活 環境 が損 なわれ て い る と 認め る 場合 に は 、 施絞等 の改善勧告、 更 に は 改

善命令 を行 う こ と が で き る 。 現在規制対象 と さ れ て い る悪臭物質 は 、 ア ソ モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ

ブ タ ソ、 硫化水素、 硫化 メ チ ル ト ゾ メ チ ル ア ソ 、 二硫化 メ チ ル 、 ア セ ト ア ル プ ヒ ト 、 ス チ レ

ン の 8 物質であ る 。

本 県 に お け る 悪 臭 規 制 の 状 況

○ 規制区域 と 規制基準

昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 7 6 7 号

瀞翫讓薹 ア ソ モ ー ア
メ チ ル メ ノレ

力 ブ タ ン
硫 化 水 素 硫 化 メ チ ル

ト リ メ チ ル

ア ミ ソ

A 2 . 5 11 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5

B 3 0 2 0 0 0 4 0 0 6 0 . 0 5 0 0 2

C 3 5 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 7

昭和 5 6 年 3 月 2 4 日 鳥取県告示第 2 8 5 号

"軽震麩 二硫化 メ チ ル
ア ヤ ト

ア ル プい ヒ ド
ス チ レ ン

野地嬢 l 2 5 0 0 0 9 0 0 5 0 4

○ 悪臭物質の臭気強度別濃度

臭気強度 アソモーア
メ テラレメ ル

カ フ0 タ ソ
硫化水素

硫 化
メ チ ノレ

ト ン メ チ

ノレ ア ミ ソ

二 硫 化
メ チ ル

ア セ ト ア

ルア ヒ ト
ス チ レ ン 備 考

2 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2

2 . 5 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 5 0 4
総理府令
による 村眼

3 0 2 0 . 0 0 4 0 0 6 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 1 0 8

3 5 5 0 0 1 0 2 0 2 0 . 0 7 0 . 1 0 5 2
総理府令
による上限

4 0 1 0 0 0 3 0 . 7 1 0 2 0 3 1 4

- 1 1 8 一



○ 悪臭規制地域 ( 5 物質分 ア ソ モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ プ タ ソ、 硫化水素、 硫化 メ チ ル、

ト ノ メ チ ル ア ソ )

告 示 ･

施 行 年 月 日

規 制 地 域
告 示 ･

施 行 年 月 日

規 制 地 域

市町村名
地 域 内 の 区 分

市町村名
地 域 内 の 区 分

A B CA B C

告示

昭和 4 8. 10. 1 2

第 7 6 7 号

施行

昭和 48. 1 0. 1 2

( 4 市 9 町 1 村 )

鳥 取 市 ○ ○ 告示

昭和 49. 7 . 2

第 5 7 1 号

施行

昭和 49. 7 . 2

( 5 町 )

八 東 町 ○

気 高 町 ○ ○米 子 市 ○ ○

関 金 町 ○倉 吉 市 ○ ○

東 伯 町 ○ ○境 港 市 ○

名 和 町 ○国 府 町 ○ ○

郡 家 町 ○

告示

昭和 56‐ 3 2 4

第 2 8 3 号

施行

昭和 56‐ 4‐ 1

( 5 町 1 村 )

岩 美 町 ○ ○ ○

船 岡 町 ○ ○ ○鹿 野 町 ○

河 原 町 ○ ○青 谷 町 ○

泊 村 ○ ○羽 合 町 ○

東 郷 町 ○ ○ 西 伯 町 ○ ○

会 見 町 ○三 朝 町 ○

赤 碕 町 ○
( 4 市 1 9 町 2 村 )

日 吉津村 ○ ○

淀 江 町 ○

○ 悪臭規制地域 ( 3 物質分 二硫化 メ チ ル、 ア セ ト ア ル プ ヒ ド 、 ス チ レ ン )

告示 ･ 施行年月 日 規 制 地 域 規 制 基 準

告示 昭和56 3. 24

第 2 8 5 号

施行 昭和56. 4. 1

( 4 市 5 町 2 村 )

鳥取市、 米子市、 倉吉市、 境港市、 岩美町、 船岡町、

河原町、 泊村、 西伯町、 会 見町、 日 吉津村
臭気強度 2 . 5

困 規制区域 を示す図面は 、 県庁環境保全課、 関係市町村の公害担当課に備 え置い て縦覧 に供

し て い る o
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2 悪臭防止対策

悪臭規制地域内に お い て 、 悪臭物質 を排出 し て い る 事業場に対す る 施設の改善指導 、 悪臭物質

の測定等 に 関 しては 、 市町村長 に権限が委任 さ れて い る が 、 悪臭物質の捕集測定分析に つ い て は 、

高度 の専門技術 と ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 等の分析機器を必要 と す る た め 、 現在 の と こ ろ 市町村では

測定体制 の整備が困難な 実情 に あ る 。 し た が っ て 、 県は測定 、 分析等に 関 して 積極的な援助 を行

っ て い る と こ ろ であ る が 今後は 、 市町村に即応性 の あ る 悪臭分析体制 が確立 さ れ る こ と が望ま

れる 。

現在、 法律で規制 さ れて い る 悪臭物質は 8 物質に限 ら れて い る が 、 悪臭物質は他に も 多 く 、 複

合悪臭 も あ り 、 法規制 と 悪臭被害の実態 と に差が あ る こ と 更 に技術的な 面で悪臭物質 を的確に

把握 し難 い等の問題点が あ る が 、 地域住民 か ら苦情の あ っ た も のに つ い て は 、 発生原因者に対 し

て施設 . 作業方法等の改善等必要 な措置に よ っ て悪臭被害 を防止す る よ う 指導 して い る 。
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第 6 章 地 盤 沈 下

本県の地盤沈下 は建設省国土地理院が実施 し た水準測量に よ っ て 、 鳥取市本町 ( 翅喬小学校 ) に あ

る 一等水準点で昭和 4 0 年 か ら 4 5 年ま で に 1 3. 銭物の沈下 が観測 さ れた 。

ま た 、 環境庁は昭和 4 6 年度 に地盤沈下 メ カ ー ズ ム研究会 に全国調査 を委託 し、 鳥取平野がそ の対

象 と し て概況調査が さ れた 。

県 では 、 こ れ を契機 と し て 昭和 4 8 年度 に専門家 に よ る 地盤沈下協議会 を設置 し 、 昭和 4 9 年度鳥

取市に 水準点 厩点 を 設置す る と と も に 国土地理院に 水準測量 を要請 し 、 そ の後 も 、 昭和 5 1 5 2 、

5 3 年度に 、 県 国土地理院共同 で、 昭和 5 4 、 5 5 、 5 6 年度は 県単独で 、 鳥取市内 の水準測量 を

実施 し た 。

昭和 5 6 年度 ( 昭和 5 5 7 ~ 5 6 7 ) の 1 年 間 の地盤沈下状況は 、 昭和 4 9 年か ら測量 を実施 して

い る 1 4 地点の う ち の 9 地点に つ い てみ る と 、 最大が田園町三丁 目 [ 国道 2 9 号線喫茶 ｢あ ど あ ｣ 前

水準点番 号 0 2 9 一 1 1 9 ] の 2. 6 1 伽で 、 南に行 く に し た が っ て 、 寿町 〔 西中水準点番号(1 ) ]で1. 2 8

伽、 西町五丁 目 〔 国道 2 9 号線太平 ビ ル前水準点番号 0 2 9 一 1 1 8 ) で 1 2 6 物 と 沈下量は減少 し、

本町一丁目 〔 遷喬小水準点番 号 1 0 6 7 ) では 0. 8 9 伽、 行徳 〔 慈眼寺水準点番号(3) 〕 で は 0. 8 1 ‘汲

吉 方温泉町一丁 目 〔 日 進小水準点番号(2) ] では 0 3 1 伽 と わずか に な っ て い る 。 ( 表 1 2 0 参照 )

昭和 5 3 年度 に 水準点 を設置 し 、 測量 を開始 した 田 園町四丁 目 〔 建設省鳥取工事事務所水準点番 号

髓皀 ｣ ] で は 、 昭和 5 6 年度 ( 昭和 5 5. 7 ~ 5 6 7 ) 1 年間 に 4. 4 5 勿の沈下 が観測 さ れた 。

昭和 4 9 年か ら測量 を実施 して い る 各水準点の 昭和 5 6 年度 の沈下量 と 、 昭和 4 9 ~ 5 6 年度の平

均年間沈下量を 比較す る と 、 いずれの 水準点 も 沈下量は減少 し て い る 。

全体的 に みる と 、 鳥取市市街地 の北部地域では 、 依然地盤沈下 が継続 して い る が 南下す る に し た

が っ て沈下 は鈍化の傾向 に あ る と い え る 。 ( 図 2 参照 )

こ の こ と か ら 、 市街地北部の今ま で測量 を実施 し て い な か っ た秋里 、 江津地区に 、 昭和 5 5 年度水

準点 を 新設 し 、 測量 を 開始 し た が そ の結果 、 昭和 5 6 年度 ( 昭和 5 5 7 ~ 5 6. 7 ) 1 年間 に 秋單

〔 因幡浄苑水準点番号(7) 〕 では 4 3 6 伽 、 江津 〔 中 央病院水凖点番号(8) ] で は 3 8 4 (物、 安長 〔 国道

9 号線安長 バ ス停前水準点番号 0 0 9 一 2 1 0 ] では、 2. 4 2 鋼の沈下が観測 さ れた。

な お 、 地盤沈下状況 を 等量線図 で表 した も の は図 3 の と お り であ る 。

鳥取平野 は 、 千代川の流域に発達 した冲積平野で、 層厚 5 0 れ 程度の洪積層 と 、 層厚 3 0 れ 程度 の

沖積層 が発達 し、 い わゆ る 軟弱地層 と な っ て い る 。

地盤沈下 の原 因 に つい て は 、 沖積層 の粘土層 、 特 に軟弱な 上部粘土層 ( 層厚 5 ~ 1 0 れ 程度 ) の 圧

密 に よ る も の と 想定 さ れる が 、 地質の 状況 、 地下水利用及び都市化の進行状況等に よ り 地区 に よ っ

て 沈下量 に差が見 ら れ る も の と 思われ る 。
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表120 鳥取市内 各水準点の地盤沈下量

ミ
0 2 9

‐ 1 1 9

0 0 9

‐ 2 0 9
(1 )

0 2 9

‐ 1 1 8
1 0 6 7 (3 ) 1 0 6 8 (2) (4 )

田園町三丁目 松並町二丁目 寿町 西町五丁目 本町一丁目 行徳 新ロ加治 青方温泉町一丁目 幸町
昭和 5 6 年度 の沈下量

〔 昭和 5 5 7 ~ 5 6 7 ]
2 6 1 14 3 1 2 8 1 .2 6 0 8 9 0. 8 1 0 5 1 0 3 1

注 1 )

昭和 4 9 ~ 5 6 年度 の
累 。十 沈 下 量
〔 昭和 4 9. 6 ~ 5 6 7 ]
( ) は平均年間沈下量

2 5.4 7

( 3 6 0 )

1 2 9 7

( 1 .8 3 )

1 2 3 0

( 1 .7 4 )

1 0. 9 6

( 1 5 5 )

9 2 7

( 1 . 3 1 )

7.4 6

( 1 0 5 )

4 6 9

( 0. 6 6 )

4 4 8

( o 6 3 )

23 2

( 0 3 3 )

備 考 国道"号線喫茶｢あどあ｣前 国道9号線ホルモノ｢マコ｣前 西中正門前
鵺
ビ29

ル 号

前線

遷

喬

小
学
校

慈

眼

寺

景

福

寺

日

禁
叢

市

立

病

院

( 単位 " 物 )
0 2 9

‐ 1 1 6
1 1 2 1 1 0 6 6 (5 )

0 5 3

1 3 3 腱｣
0 2 9

1 1 7
(7) (8)

0 0 9

2 1 0 (9) ◎

古方温泉町四丁目 立川四丁目 吉、成 富安 今町二丁目 田園町四丁目 庖丁人町 秋里 江津 安長 秋里 秋里
注 1 注1 ) 注 1 注 1

0. 2 2 4 4 5 0 4 5 4 3 6 3 8 4 2. 4 2 1 7 4 1 4 6

2 0 9

( 0 3 0 )

2 0 3

( 0 2 9 )

1 9 5

( 0 2 8 )

19 0

( 0. 2 7 )

注 の 注の

〔蟻 8 ね
1 8 3 0

注3)

〔鬘g n
0. 8 7

注4) 注 の 注4) 注 4) 注 の

国道"号線 大雲院 サイクルショップヨネザワ付近 職業訓練校 今町交差占 暈礬
義
所

霜
ド 2 9

損

簾

因

幡

浄

苑

中

央

病

院

醒
ノて 9

磁
月 ｣

荒

木

神

社 露

　 　 　

　 　 　 　
　 　

-

餌 1 ) 水準点番号 (4) 、 o 2 9 ‐ 1 1 6 、 1 1 2 1 、 1 0 6 6 、 (5) の 厩点は 、 昨年度測量 を実施 し な か っ た

も の。

2 ) 水準点番号 o 5 3 ‐ 1 3 3 は 、 昭和 5 4 年度水準点が移動 し た も の 。

図 2 主な水準点の累 。十沈下量 ( 昭和 4 9 年 ~ )

4 9 年 6 月 5 1 6 5 2 7 5 3 7 う 4 7 5 5 7 5 6 73 ) 水隼点番号 ｢建 j は 、 昭和 5 3 年度か ら 、 o 2 9 ‐ 1 1 7 は昭和 5 4 年度か ら測量 を開始

し た も の 。

4 ) 水隼点番号 (7) 、 (8) 、 o o 9 ‐ 2 1 0 、 (91 ⑩ の 厩点は 、 昭和 5 5 年度 か ら測量 を 開始 し た も
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( 昭和 5 5 年 7 月 ~昭和 5 6 年 7 月 の沈下量 : 勿z )図 3 鳥取市地盤沈下等量線図
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第 7 章 その ほかの環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱 山 の重金属

｢農用地の土壌の汚染防止等に関す る法律｣ ( 昭和 4 5 年 1 2 月 2 5 日法律第 1 3 9 号 ) では土
･ "

壌汚染の原因と な る物質の う ち 、 人の健康上問題があ る も のと してカ ド ウ ム を 、 農作物等生育上

問題があ る も の と して銅が指定されてい る 。

カ ド ミ ウ ム について は玄米中の含有量 l p蛔 以上、 銅については土壌中の含有量が 1 2 5 ppm 以

上の ものをそれぞれ被害があ る と さ れてき た。

休廃止鉱山のなかで、 現在ま で鉱害と して問題に な っ てい る も のは、 岩美町荒金の岩美鉱山、 鳥

取市百谷の百谷鉱山であ る 。

〔岩美鉱山〕 明治 2 2 年に開坑さ れた鉱山で、 銅を含んだ鉱水は下流の小田川流域の水田約 2 0 0

ヘ ク タ ー ルに被害を及ぼ し 、 昭和 4 6 へ 4 7 年にかけて実施 し た調査では 8 8 検体の玄米の う ち

2 2 検体の玄米にカ ド ミ ウ ムの人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム 0 4 ppm 以上 ) が認め られたが、 食品衛生

法上食品と し て取 り 扱われな いカ ド ミ ウ ム 1 ppm 以上を含む玄米は認め られなか っ た。 ま た 、 土壌

について は米の収量に影響があ る と判断さ れる 1 2 5 ppm 以上の銅を含有 し ていた土壌が 9 0 地点

中 2 4 地点あ っ た。 県では鉱害対策と して昭和 4 7 ~ 5 5 年度に事業費累。十 3 8 0 , 6 9 1 千円で鉱

水処理施設、 沈殿物たい積場の設置及び整備、 捨石た い積場の防護施設工事等を行っ てき た 。 ま た 、

昭和 5 6 年度は事業費 1 0 2 , 2 2 8 千円で沈殿物脱水装置を設置 し た。

〔百谷鉱山〕 開坑の歴史は 古い鉱山で、 昭和 4 7 4 8 年度に 、 下流 2 0 ヘ ク タ ールに実施 し た捌

査では 、 玄米 2 6 検体の う ち 、 人為的汚染 ( カ ト ウ ム 0 . 4 ppm 以上 ) の認め ら れた ものが 2 検体

あ っ た。 土壌では銅 1 2 5 ppm 以上の ものが 2 3 地点の う ち 7 地点認め られた。

鉱害対策と しては百谷鉱業㈱は、 昭和 4 8 年 に銅の高汚染地域 1 . 1 ヘ ク タ ールの客土事業と坑口

の完全閉鎖、 農業用水路の新設等を行い現在に至 っ てい る 。

第 2 節 水銀 等重金属 類 の汚染状況

水銀等に よ る環境汚染、 食品汚染の実態を知 る ため、 農用地 9 0 地点について土壌、 農作物並び

に県内魚介類 1 1 検体、 県外魚介類 班検体について魚介類調査を行っ た。 そ の結果は表のと お り で

あ る。
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1 土嬢 農産物圃査

小田川流域の水田 1 4 6 ヘ ク タ ール 9 0 地点について、 土壌中の重金属及び玄米中の重金属含有

量を細密調査 し た。

そ の結果についてみ る と 、 土壌中の銅は 5 6 地点平均 1 4 1 . 4 ppm で、 う ち ｢農用地の土壌汚染

防止に関する法律｣ に定め る農用地褒た･ が ミ ゥ ム につぃては･ 5 6 地点平均で 0･ 6 3 P賞 でぁ
つ た。 & 曲こ限る 。 ) 土壌汚染対策地域の指定要件であ る銅 1 2 5 ppm を超え る地点は 3 9 地点あ

っ た◇ 玄米中のカ ド ミ ウ ム含有量ま 3 4 地点平均で o . 3 0 ppm であ り 、 玄米の カ ド ウ ム基準値 1

ppm を上回る もの はなかっ た。

表 12 1 水田土壌及び玄米中の重金属澗査結果 ( 単位 勿/“# )
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1
イ

地 区

土 壌 玄 米

調査地点
カ ド ミ ウ ム 銅

圏査地点
カ ド ミ ウ ム

最小値~最大値 平均値 最小値~最大値 平均値 最小値~最大値 平均値

岩美町大字荒金

" 院内

" 長郷

高住

" 岩常

河崎

" 太田

8

3

4

4

24

1 0

3

0 4 3 ~ 1 . 1 7

0 .5 9 ~ 0 .8 3

0 . 1 4 ~ 0 .3 4

0 .2 5 ~ 0 4 4

0 .4 4 ~ 0 .9 7

0 .4 2 ~ 0 .9 0

0 . 5 1 ~ 0 .7 4

0.8 7

0 .6 9

0 . 2 2

0 . 3 3

0 6 5

0 .6 5

0 .6 3

8 0 4 ~ 3 7 1 .6

1 4 8 .4 ~ 3 1 6 . 7

1 0 1 . 7 ~ 2 2 0 . 0

2 0 1 ~ 2 6 2 0

9 . 3 ~ 2 6 1 . 9

4 5 . 5 ~ 2 0 6 .7

1 3 4 .7 ~ 1 9 1 .6

1 6 0 .O

2 2 4 .6

1 2 2 . 3

1 4 2 . 2

1 2 6 . l

4 3 8 . 2

1 6 5 .7

3

2

3

3

1 0

5

8

0 . 2 8 ~ 0 .5 7

0 . 0 3 ~ 0 .2 2

0 . 0 3 ~ 0 .4 4

0 . 0 8 ~ 0 .5 4

0 . 2 2 ~ 0 5 5

0 . 1 0 ~ 0 .7 6

0 0 8 () 0 .5 4

0 . 4 3

0 . 1 3

0 2 2

0 . 3 2

0 . 2 8

0 . 3 5

0 . 2 9

合 。十 56 0 . 1 4 ~ 1 . 1 7 0 . 6 3 9 . 3 ~ 3 7 1 .6 1 4 1 .4 34 0 . 0 2 ~ 0.7 6 0 . 3 0

国 昭和 5 6 年度農業改良課凋査

2 魚介類鼻査

県内産魚介類 1 1 検体、 県外産魚介類 9 検体について総7灼跟の調査を行っ たが、 いずれ も暫定的

規制値 ( 昭和 4 8 年 7 月 2 3 日 厚生省暫定的規制 ) 総水銀 0. 4 p賞 を下回 っ てい る。

表 122 魚 介 類 圏 査

区 分
総 水 銀

備 考
検体数 適 不 適 最高値 最低値 平均値

県内水場魚介類

県外水場魚介類

計

1 1

9

2 0

1 1

9

2 0 nÛ=〕nV
PPm

0 . 1 3

0 . 1 0

P弧

N D

N D

PPm

0 . 0 4

0 . 0 4

ひ ら め 、 と び う お
さ ば、 他

ズ ワ イ ガニ日円
あ じ 、 ま いわ し
し ま めいか、 他
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第 3 節 P C B の汚染状況

P C B によ る食品の汚染の実態を知る ため暫定的規制値の設け られてい る食品 3 5 検体の凋査を

行っ たが いずれ も暫定的規制値 ( 昭和 4 7 年 8 月 2 4 日厚生省暫定的規制 ) を下回っ ていた。

表123 食品P C B 汚染捌査

簇 検 出 値 暫定的 不
籤 最高値 最低値 平理。 規幽煙 適 適ppm ppm種 類 別 嬢 最高値 最低値 平均鵠 規幽煙 適 適 備 考ppm ppm

掲 遠洋粭魚介類 4 N D N D N D O ‐ 5 4 0 難、 よ疣おか者ぼ ら
魚 窺 内海内湾 " 7 0 ‐ o 6 N D o ‐ o 1 3 7 0 窪脅箒鴦蓼製を銃ち
介 舞 遠洋沖合 " 5 N D N D N D o 5 5 0 な蓬 " 核もぞ‘まぎ
類 釀 内海内湾 " 4 N D N D N D 3 4 o あき"溌変縣

へい けだい、 あ なが し ろ
。十 2 0 - - - - 2 0 0 あ ま さ ぎ

牛 乳 5 N D N D N D O 1 5 0 学校給食用牛乳

乳 製 品 - - - - 一 一 一

肉 種 8 N D N D N D 0 5 8 0 牛肉 、 豚肉、 鶏肉

卵 種 2 N D N D N D O . 2 2 0 鶏肉

。十 1 5 - ー - - 1 5 0

僞 昭和 5 6 年度衛生課凋査

N D 検出 されず 〔 0 . 0 1 未満 )
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